


アスリ－ト・事業主の皆さまへ　　　　　　　　　　　　── 秋田県からの受託事業 ──

秋田での競技活動と仕事の両立を
希望するアスリートを支援します

秋田県アスリ－ト競技活動
サポ－ト事業のご案内

公益財団法人　秋田県スポーツ協会
秋田トップアスリ－ト無料職業紹介所
（厚労省許可番号 ０５－ム－３０００１８）
〒010-0974　秋田市八橋運動公園１番５号　秋田県スポ－ツ科学センタ－2F
TEL 018－864－8094／ FAX 018－864－5752
E-mail akitaikyo0711@yahoo.co.jp
HP http://www.akitaikyo.or.jp/job/（アスリート就労支援）Webメールお問合せフォームあり
Facebook 「アスサポアキタ」

スポ－ツ王国、秋田へ。
スパッキ－も応援します！

◎アスリート
の皆様へ

▶卒業後も秋田での現役
　続行を考えている!

▶ふるさと秋田へ
　Ａターン（定住・移住）して
　競技を続けたい!

▶アスリートの雇用は、
　企業のイメージアップ・応
援を通じた組織内の一体
感の醸成、さらに秋田県
のスポーツ振興にもつな
がります。

▶雇用した事業主に正規雇
用奨励金・競技活動サ
ポート補助金の両制度で
支援します（予算には限
りがあります）

企業とのマッチングを
【就職相談・斡旋】
支援します

◎企業の
皆様へ

県内企業に採用され、
活躍するアスリート

R5.4 改定



《対象選手（トップアスリ－ト）の要件》
　１　次の各号の全てに該当する者であること。
　　⑴　秋田県内に居住する者（雇用されることにより、秋田県内に居住する見込みがある者を含む。）。
　　⑵　公益財団法人秋田県スポーツ協会（表中「県スポーツ協会」という。）に加盟する競技団体の推薦を受けられる者。
　　⑶　秋田県内で５年以上は競技を継続し、国民体育大会正式競技に出場し上位入賞を目指す者。
　　⑷　将来は秋田県内で指導者を目指す者。
　２　次の各号に掲げる競技実績のいずれかに該当する者であること。
　　⑴　次のいずれかの国際大会への出場（雇用の開始日前４年以内に限る。）
　　　①　オリンピック競技大会
　　　②　アジア競技大会
　　　③　ユニバーシアード競技大会
　　　④　前①～③で定める大会のレベルと同等以上と知事が認める大会
　　⑵　次のいずれかの全国規模の大会におけるベスト８以上の成績（雇用の開始日前３年以内に限る。）
　　　①　国民体育大会
　　　②　日本選手権大会
　　　③　全日本実業団選手権大会
　　　④　全日本学生選手権大会
　　　⑤　全国高等学校総合体育大会
　　　⑥　前①～⑤で定める大会のレベルと同等以上と知事が認める大会
　３　県スポーツ協会が指定する秋田県社会人スポーツ強化チーム（雇用の開始日前３年以内の企業チームに限る。）と同一競技のアスリート
でないこと。

《企業等の要件》
　１　秋田県内に本社を有すること。
　２　健康保険及び厚生年金保険（これらと同等の制度を含む。）の適用事業主であること。
　３　労働者災害補償保険及び雇用保険の適用事業主であること。
　４　県税の滞納がないこと。
　５　暴力団関係事業所の事業主でないこと。
　６　事業の目的が公序良俗に反するなど、社会通念上、公的支援を受ける者としてふさわしくない事業主でないこと。
　７　トップアスリートの雇用は、労働基準法に基づく労働契約の期間の定めのない正規雇用であること。
　８　雇用したトップアスリートの競技活動（国民体育大会等、各種大会への参加を含む。）を支援すること。
　９　トップアスリートを秋田県内の事業所に雇い入れること。
10　トップアスリートを雇用の開始日前５年以内に正規雇用していないこと。
11　トップアスリートに職歴（雇用の開始日前５年以内に限る。）がある場合は、職歴の事業主と、資本的・経済的・組織的な関連性等からみて、
密接に関係のある事業主でないこと。

担当：秋田県　観光文化スポーツ部　スポーツ振興課　競技・生涯スポーツチーム　TEL 018－860－1242

《正規雇用奨励金・競技活動サポート補助金の概要》 ※予算には限りがあります
　　⑴秋田県トップアスリ－ト正規雇用奨励金
　　　①支給額  対象選手の雇用一人につき 100万円（１回限り）
　　　②支給基準日  ４月１日（支払時期 10月１日以降）
　　　　４月１日正規雇用の場合は当該年度に支給
　　　　年度途中に正規雇用の場合は翌年度に支給
　　⑵秋田県トップアスリ－ト競技活動サポ－ト補助金
　　　①補助事業者
　　　　正規雇用奨励金の支給の決定を受けた企業等
　　　②補助金の率及び対象経費　
　　　　●国内における競技活動に要する経費に対し　１/２補助
　　　　●国外における競技活動に要する経費に対し　２/３補助　
　　　③補助金の上限額　
　　　　対象選手一人につき年額 120万円（※補助対象経費の上限額  対象選手一人につき年額 180万円）　
　　　④補助金の交付期間
　　　　正規雇用奨励金の支給の決定を受けた年度から５年間
　　　⑤補助金の交付
　　　　毎年度、補助事業者からの申請に基づき補助金を交付
　　　⑥対象選手
　　　　正規雇用奨励金の対象者と同じ




